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 1匹でも幸せに 

 3年2組25番 藤本奏⾳ 
 3年3組24番 中尾歩未 
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 1. はじめに 
  みなさんは、どうして動物の愛護センターや保健所に⽝や猫が収容されるかご存知だろう 
 か。近年、収容される主な理由として飼えなくなった、捨てられたが挙げられる。しかし、 
 その9割が元の飼い主が分からない状況で集まってきている。もし、登録の鑑札や名札が付 
 いていたら、救われた命がある。そういった⽝や猫たちを1匹でも減らせるように、保健所 
 に収容されること⾃体を減らせるように探究をしている。 

 2. 序論 
 （⽬的）動物愛護センター及び保健所からの譲渡が増えているとともに、収容される頭数が 
 年々減ってきているのはご存知だろうか。しかし、捨てられる原因や背景などはあまり変 
 わっていない。経済的に飼えなくなった、繁殖して飼えなくなった、想像以上に⼤きくなっ 
 てしまったなどが挙げられる。これらは後に出てくる問題であり、飼うかどうか判断する時 
 には、分からないことが多いと考えられる。そんななかで、どうすれば捨てられずに済むの 
 か。1匹でも収容されることを減らせるように、幸せに暮らせるように考えていこうと思 
 う。 
 （⽅法）この⽬的と同じような活動をしている譲渡センターと、うだ・アニマルパークにお 
 話を伺い、少しでも⽬的が達成できるように活動していく。 

 3. 本論 
  動物の福祉についてと保健所での現状をこれまでの活動で知った。保健所での現状につい 
 ては、うだ・アニマルパークで頂いた資料によると、1番少ないのは2.9%で元の飼い主にお 
 返しする返還。次に31.1%で新しい⾥親に引き取ってもらう譲渡。半数以上の66%は安楽死 
 となっている。 



  このことから安楽死の数を少なくし、譲渡・返還の割合を増やしていくこと、そして最期 
 まで責任を持って飼える⼈たちが増えるようにすることが私たちの探究において重要だと感 
 じた。 
   次に動物の福祉について探究を進めてきた。探究活動の中で⼈間にも福祉があるように 
 動物にも同じように福祉があることを知った。動物の福祉は1960年代のイギリスで、家畜 
 の劣悪な飼育管理を改善させ、家畜の福祉を確保させるために、その基本として「５つの⾃ 
 由」が定められた。 現在では、家畜だけでなく、ペット動物・実験動物等あらゆる⼈間の 
 飼育下にある動物の福祉の基本として世界中で認められ、欧州連合(EU)ではこれに基づい 
 て指令が作成されている。イギリスでは動物福祉法2006の第9条「福祉を保障するための動 
 物の責任者の義務」として「５つの⾃由」を「動物のニーズ」という形で条⽂に記載してい 
 る。また、世界獣医学協会（WVA）においてもその基本⽅針の中に⽰されている。「5つの 
 ⾃由」を守るための条件は下記の通りである。 
  ①『飢え・乾きからの⾃由』 
    健康を維持するために栄養的に⼗分な⾷事を与えられており、綺麗な⽔をいつでも飲 
     むことができる環境であるか 

  ②『不快からの⾃由』                               
     ⾝動きのできない狭い場所、糞尿まみれの状態、⽇よけのない炎天下、⾬⾵や騒⾳ 
     などにさらされていない飼育環境であるか 

  ③『痛み・負傷・病気からの⾃由』                         
    怪我をするような危険物のある環境下ではないか 

  ④『本来の⾏動が取れる⾃由』                           
    各々の動物種の本来の⽣態や習性に従った⾃然な⾏動が⾏える、群れや家族で⽣活す 
       る動物は同種の仲間と⽣活でき、また単独で⽣活する動物は単独で⽣活できている 
    かか 

  ⑤『恐怖・抑圧からの⾃由』                            
    精神的苦痛、過度なストレスとなる恐怖や不安を与えず、それから守る、動物も痛み 
    や恐怖、苦痛を感じることを理解し、もしその兆候があれば原因を特定して軽減に努 
    めること 

  ５つの⾃由を知ったことから、⾃宅での飼育環境をお互いに振り返ってみると『本来の⾏ 
 動が取れる⾃由』が保障できていないことが分かった。外出時や⽝・猫の安全かどうかの状 
 況が把握できない場合以外には、家の中でも⾃由に⾏動できるようにゲージから出すことが 
 5つの⾃由が保障できることにつながるのではないかと考えた。 

 4. 結論 
  5つの⾃由を知ることで、⾃分が本当に動物を飼える状況であるかを認識してもらうきっ 
 かけができる。あらかじめ、⾃分の周りの状況を把握してもらうことで、「飼えなくなっ 
 た」という理由で捨てられる数や保健所に収容される数を減らすことができると考えた。 

 5. おわりに 
  今回の探究で、私たちは時間の関係上で⾏うことができなかったが、飼育前に5つの⾃由 
 についての説明を⾏っている保健所やペットショップと⾏っていないところでは引き取り者 
 の意識向上されているかどうかの調査を同じ探究テーマで活動しようと考えていれば是⾮し 
 ていただきたいと思った。 
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   ピースワンコ・ジャパン https://wanko.peace-winds.org 


